
新たに子どもが生まれた世帯分

愛媛県子育て世帯生活応援給付金対象者フローチャート

＜ ス タ ー ト ＞

DV等の事情により
住民票を愛媛県外に

置いたまま愛媛県内で
生活していますか？

いいえ

給付金
対象外

● 所得制限は、ありません。
※所得の有無や金額に関わらず給付金を受け取ることができます。

● 給付金を受け取るためには、申請手続きが必要です。
※県から申請書類等は送付いたしません。

※子どもが生まれた後に手続きをしてください。

はい

いいえ令和５年１月１日～
令和6年3月31日に

生まれた子どもが
世帯にいますか？

給付金の申請日
時点で、愛媛県内に

住民登録を
されていますか？

はい

いいえ
はい

給付金の対象となる
可能性があります。

コールセンター
（089-993-5901）に
お問い合わせください。
※ 受付時間

平日9：00～17：00

給付金
対象

新たに子どもが生まれた世帯分の
給付金申請をしてください。

※ 郵便またはWEBで申請できます。

※ 令和５年12月31日までに子どもが生まれた世帯は、
令和６年２月16日（金）までに申請が必要です。

※ 令和６年１月１日から３月31日に子どもが生まれた世帯
は、別途、県の給付金ホームページでお知らせします。

愛媛県給付金
ホームページ

https://www.pref.ehime.jp/h20300/kosodate_kyuhu.html

